
立田ふじ子さんが厚生労働大臣表彰を受賞されました

　11月29日、市民の健康増進や郷土料理の伝承
などに取り組むヘルスメイト白石代表の立
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子さんが、全国食生活改善大会において厚生労働
大臣から表彰されたことを受け、山田市長を表敬
訪問しました。
　立田さんは昭和62年にヘルスメイト白石に入
会し積極的に活動するとともに、同団体の会長な
どの役職を歴任してきました。行事やイベントの
情報をＳＮＳなどを用いて積極的に発信し、郷土
料理に関しても、武家屋敷催事などを通して、市
内外の方に白石の郷土料理を伝承しています。
　受賞について立田さんは「今回の受賞を励みに、
これからも地域の健康増進に取り組んでいきま
す」と話していました。 ▲山田市長と記念撮影する立田さん

●市政懇談会
　12月１日、市政懇談会を中央公民館で開催し
ました。午前・午後と２回開催された同会には、
計125人が参加。「白石市第一幼稚園の休園につ
いて」と「スパッシュランドしろいしの今後につ
いて」の２つの議題について、参加者からさまざ
まな意見をいただきました。

●自治会長との地区懇談会
　また、11月20日に白石地区、12月２日から６
日にかけては各地区で、自治会長と市長の懇談会
を開催しました。今回、各地区では、より多くの
方に市政情報や課題をお伝えするため、自治会長
のほかに民生委員やまちづくり協議会の方などに
もご参加いただきました。台風19号の被害に関
する質問が全地区から出されたほか、スマートイ
ンターチェンジ、こじゅうろうキッズランド、刈
田病院、自治会運営に関することなど、市政に対
するさまざまな要望や提言をいただきました。

　市では、人口減少や少子高齢化が進む中、将来
にわたり持続可能な白石市をつくりあげるため、
今後も市の実情や市政課題を市民の皆さんへお伝
えできるよう努めていきます。

市政懇談会・各地区懇談会を開催しました

▲各施設の現状や今後の方針に対し、さまざまな意見が出さ
れた市政懇談会

▲地区懇談会では、それぞれの地域が抱える課題や今後のま
ちづくりに関して意見交換が行われました

●支援内容
　保管していた倉庫などが浸水
し、米が出荷できなかった農家
が、営農を再開するために行う
取り組みに要する経費を支援し
ます。
●対象となる取り組み
　土づくり、土壌診断、種苗な
どの資材準備、ごみ・がれきの
除去など
●交付単価
　営農再開に向けた経費で、
10アール当たり70,000円
※�それぞれの取り組みに上限あり。
●申請要件
　収入保険や任意共済特約など
に加入すること。
●申請に必要なもの
　被災状況や取り組みが確認で
きる書類として、倉庫の被害状
況の写真、廃棄時の伝票、作業
状況・作業後の写真、作業日誌、
見積書、領収書などを保管して
ください。
※�国の要綱などが示されていな
いため、対象とならない場合
があります。

●申請期限　１月14日（火）

　国は、台風19号による大規模な浸水被害などを受けた農業者の営農再建に向けた支援策を予定されて
います。また、市単独の農地災害復旧事業を創設しました。詳しくは、農林課までお問い合わせください。
※すでに農林課にご連絡をいただいている方は、ご連絡は不要です。

問農林課　☎22-1253

●支援内容
　農業用機械・施設などが被害
を受けた農家が、営農を再開す
るために行う再建、再取得、修
繕などの経費を支援します。
●補助率　国の補助率に県と市
の上乗せ補助を予定。
●申請要件
　園芸施設共済の引受対象施設
は、園芸施設共済などに加入す
ること。
●申請に必要なもの
　被災状況が確認できる書類と
して、被災証明、被害状況の写
真、再建・再取得・修繕後の写
真、見積書、領収書などを保管
してください。
※�国の要綱などが示されていな
いため、対象とならない場合
があります。

●申請期限　１月14日（火）
●支援内容
　電気柵・付帯設備に被害を受
けた農家が、交付決定後、３年
以内であっても鳥獣被害防止対
策のために行う再取得に要する
経費を支援します。
●補助率
　３分の１以内（限度額10万円）
●補助基準
　５万円以上30万円以内
●申請に必要なもの
　被災状況が確認できる書類と
して、電気柵・付帯設備の被害
状況の写真、見積書、領収書など。

●支援内容
　農地に被害を受けた農家が、
現に耕作または耕作の用に供し
ている農地の被災箇所を原形復
旧に要する経費を支援します。
●対象となる経費
　工事請負費、資材購入費など
●補助率　２分の１（農地１カ
所当たり限度額10万円）
●補助基準
　農地１カ所当たり10万円以
上の復旧工事
●申請に必要なもの
　被災状況が確認できる書類と
して、被害状況の写真、復旧後
の写真、見積書、領収書など。
●申請期限　１月14日（火）

上　再取得が必要な農業用機械
下　再建が必要な畜舎

台風19号による被害を受けた農業者に対する営農対策支援

被災農家営農再開
緊急対策事業

農地災害復旧事業
（市単独事業）

強い農業・担い手
づくり総合支援事業

農林作物鳥獣被害防止
対策事業の要件緩和

29 28Shiroishi_R2.1 Shiroishi_R2.1


